
（横須賀愛光園 短期入所事業 運営規程・重要事項説明書　別表1）

①介護保険の給付対象となるサービス〔日額〕（負担割合１割の場合）

単位 単位 単位 単位 単位

単位 単位 単位 単位 単位

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

②介護保険の給付対象となるサービス〔日額〕（負担割合2割の場合）

単位 単位 単位 単位 単位

単位 単位 単位 単位 単位

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

③介護保険の給付対象となるサービス〔日額〕（負担割合3割の場合）

単位 単位 単位 単位 単位

単位 単位 単位 単位 単位

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

※１　横須賀市は4級地となります。（1単位＝10.66円）　　

※２　おむつ代・洗濯代は、介護保険の給付対象となっております。当施設が用意したおむつをご利用いただく際には、

　　   費用負担の必要はありません。

※３　介護保険負担割合証に記載された割合に応じた料金となります。確認の為、当園に介護保険負担割合証をご提示ください。

2,827

個室 1,929 2,149 2,383 2,607 2,827
３.　自己負担額

多床室 1,929 2,149 2,383 2,607

6,596

個室 4,498 5,014 5,558 6,080 6,596

２.　介護保険から給付
　　 される金額

多床室 4,498 5,014 5,558 6,080

9,423

個室 6,427 7,163 7,941 8,687 9,423
１.　サービス利用料金

多床室 6,427 7,163 7,941 8,687

884

個室 603 672 745 815 884
基　準　単　位

多床室 603 672 745 815

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

1,885

個室 1,286 1,433 1,589 1,738 1,885
３.　自己負担額

多床室 1,286 1,433 1,589 1,738

7,538

個室 5,141 5,730 6,352 6,949 7,538

２.　介護保険から給付
　　 される金額

多床室 5,141 5,730 6,352 6,949

9,423

個室 6,427 7,163 7,941 8,687 9,423
１.　サービス利用料金

多床室 6,427 7,163 7,941 8,687

884

個室 603 672 745 815 884
基　準　単　位

多床室 603 672 745 815

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

943

個室 643 717 795 869 943
３.　自己負担額

多床室 643 717 795 869

8,480

個室 5,784 6,446 7,146 7,818 8,480

２.　介護保険から給付
　　 される金額

多床室 5,784 6,446 7,146 7,818

9,423

個室 6,427 7,163 7,941 8,687 9,423
１.　サービス利用料金

多床室 6,427 7,163 7,941 8,687

884

個室 603 672 745 815 884
基　準　単　位

多床室 603 672 745 815

2026年6月1日

サービス利用料金表

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５



　【加算の説明】 入所者の状況や職員体制により下記の加算が算出されます。

○

夜勤職員配置加算（Ⅰ）の要件に加え、夜間の時間帯に看護職員を配置している

又は、喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置していること

△ 送迎を行う事が必要と認められる利用者に居宅と事業所の間を送迎をおこなった場合

△

△

○

△

認知症Ⅲ以上のものが1/2以上、認知症研修修了者を最低1名を配置している場合

認知症専門ケア加算Ⅰに該当し、認知症指導に係る専門的な研修修了者を最低１名を配置

介護職員、看護職員ごとに認知症ケアの研修計画を作成し、研修を実施していること

※基準単位以外で〇のある部分は、全員に加算されます。

※基準単位以外で△のある部分は、ご利用された場合に個人に加算されます。

※基準単位以外で印ない部分は、体制が整いご利用された場合に個人に加算されます。

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ
介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イに加え、下記の要件を満たしている場合
・生産性向上や協働化の取り組み

176/1,000

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ
介護職員等処遇改善加算Ⅲに加え、下記の要件を満たしている場合
・改善後の賃金年額が一定賃金以上が1人以上
・職場環境の更なる改善・見える化

159/1,000

○

身体拘束廃止未実施減算
身体拘束適正化に係る、指針の策定、委員会の開催及び敵的な研修等必要な措置を講
じていない場合

所定単位数
の1/100減

高齢者虐待防止措置未実施減算
虐待の発生またはその再発を防止するための要件に係る、必要な措置を講じていない
場合

所定単位数
の1/100減

生活機能向上連携加算(Ⅱ）
機能訓練指導員等が理学療法士等と連携し個別機能訓練の進捗状況を3月に1度評価
し、利用者または家族に訓練内容と個別機能訓練計画の進捗状況を説明し必要に応じ
訓練内容の見直しをおこなうこと

200/月

業務継続計画未実施減算
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施
するための業務継続計画の策定及び必要な措置を講じていない場合

所定単位数
の3/100減

介護職員等処遇改善加算Ⅳ
介護職員等処遇改善加算Ⅳの１/２以上の月額賃金の配分
・職場環境の改善
・賃金体系等の整備及び研修の実施等

113/1,000

生活機能向上連携加算(Ⅰ）

他事業所や医療提供施設の理学療法士等や医師から助言を受けることができる体制を
構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員等が共同して生活機能等の向上を目的とし
た個別機能訓練計画を作成等すること
理学療法士等や医師は通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用し
た動画等により、利用者の状況を把握した上で助言を行うこと

100/月

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ
介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イに加え、下記の要件を満たしている場合
・生産性向上や協働化の取り組み

172/1,000

介護職員等処遇改善加算Ⅲ
介護職員等処遇改善加算Ⅳに加え、下記の要件を満たしている場合
・資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備

136/1,000

認知症専門ケア加算（Ⅰ） 3/日

認知症専門ケア加算（Ⅱ） 4/日

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ
介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イに加え、下記の要件を満たしている場合
・経験技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上配置していること

163/1,000

生産性向上推進体制加算（Ⅱ）
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検
討するための委員会を開催し、生産性向上ガイドラインに基づいた業務改善を継続的に
行っていること

10/月

療養食加算

①食事提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されていること
②疾病治療の直接的手段として、医師の発行する食事箋に基づき食事が 提供さ
れた場合
（1日3回を限度）

8/回

看取り連携体制加算
看取り期の利用者に対しサービス提供を行った場合、ご逝去日及びご逝去日以前30日
以下について7日を限度に算定（看護体制加算を算定していること）

64/日

生産性向上推進体制加算（Ⅰ）
Ⅱの要件に加え、見守り機器等テクノロジーを複数導入し、取組による成果が確認され
た場合

100/月

送迎加算 184/回（片道）

緊急短期入所受入加算
当該日に利用することが計画されていない者が、やむを得ない理由により居宅で介護を
受けることができない場合７日間算定（やむを得ない場合は14日間）

90/日

若年性認知症入所者受入加算 若年性認知症の場合 120/日

夜勤職員配置加算（Ⅰ） 夜勤を行う介護職員・看護職員の数が、最低基準を1人以上上回っていること 13/日

夜勤職員配置加算（Ⅲ） 15/日

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の60以上であること 18/日

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

下記のいずれかに該当すること
①介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の50以上であること
②直接サービス提供する職員の総数のうち、常勤職員が75％以上
③直接サービス提供する職員の総数のうち、勤続7年以上の者が100分の30以上である
こと

6/日

加算項目 内　　　　容 単位数

○ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

下記のいずれかに該当することに加え、サービスの質の向上に資する取組を実施してい
ること
①介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の80以上であること
②勤続10年以上で介護福祉士の占める割合が100分の35以上であること

22/日



☆単位から利用料金を算出する計算方法（1割負担の場合）

① （基本単位＋日単位加算の合計)×利用日数＋月単位加算の合計＝【A単位】

② 【A単位】×介護職員処遇改善加算14％（0.14）＝【B単位】（小数点以下の端数四捨五入）

③ A＋B＝【Ｃ単位】×10.66（地域加算）＝【Ｄ円】（小数点以下切捨て）

④ 【Ｄ円】×0.9（介護保険給付9割）＝【Ｅ円】（小数点以下切捨て）

※2割・3割負担の方は、「介護保険給付9割」が、8割．7割となります。

⑤ 【Ｄ円】（介護保険利用金額）—【Ｅ円】（介護保険給付額）＝【Ｆ円】（1日あたりの介護保険自己負担額）

円  円  円  円  円 

円  円  円  円  円 

円  円  円  円  円 

円  円  円  円  円 

円  円  円  円  円 

※○加算込、△加算は除外しております

円  円  円  円  円  円 

円  円  円  円  円  円 

円  円  円  円  円  円 

円  円  円  円  円  円 

円  円  円  円  円  円 

※○加算込、△加算は除外しております

65,588 77,588

127,523 132,893

要介護　５ 55,088 67,088 91,088 100,088 130,118 135,488

要介護　４ 52,493 64,493 88,493 97,493

122,145 127,515

（３０日分） 要介護　３ 49,860 61,860 85,860 94,860 124,890 130,260

居住費・食費込 要介護　２ 47,115 59,115 83,115 92,115

4段階（2号館）

利用料金 要介護　１ 44,520 56,520 80,520 89,520 119,550 124,920

86,588 121,988

従来型個室 1段階 2段階 3段階① 3段階② 4段階（1号館）

116,760

要介護　４ 41,093 62,993 74,993 83,993 119,393

要介護　５ 43,688

（３０日分） 要介護　３ 38,460 60,360 72,360 81,360

111,420

居住費・食費込 要介護　２ 35,715 57,615 69,615 78,615 114,015

利用料金 要介護　１ 33,120 55,020 67,020 76,020

【ご利用料金の目安】（介護保険負担割合証：１割負担の場合）

多床室 1段階 2段階 3段階① 3段階② 4段階



（横須賀愛光園 短期入所事業 運営規程・重要事項説明書　別表２）

②介護保険の給付対象とならないサービス

　【居住費・食費】〔日額〕

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

※1 利用者負担段階は、市へ申請し所得等により適用されます。(負担限度額認定証をご提示ください。)

※2 食費については、お召し上がりなった分をお支払いいただきます。

　  朝食／540円　昼食／760円　夕食／650円

　 （食費と居室に係る費用は、負担限度額認定を受けている場合、認定証に記載している負担限度額とします。）

※3 その他の食費、おやつ代は提供時に算定されます。なお、負担段階は適用されません。

※4 通常送迎の実施地域を超える範囲で自動車を使用した場合、通常の実施地域を超えてから

　　　片道1㎞50円（税別）の料金をお支払いただきます。　

　【その他のサービス】

※実費以外は、税込料金です。

⑦支払証明書（利用料領収書を紛失された場合の支払証明書を発行する手数料）

⑤破損修理

　ご契約者の責による器物の破損においては、修理に係る実費をご負担頂く場合が
あります。

⑥電気使用料

　ご契約者の希望により、電気製品をお持込みになり、施設の電源を使用する場合
　電気使用量をご負担頂きます。
　　　　例　１、暖房器具（電気あんか、電気毛布等）
　　　　　　 2、加湿器、空気清浄機　3、ラジカセ
　　　　　　 4、携帯端末等、充電を要する機器

①理容（理容師の出張によるサービス）

第４段階 上記以外の方

実費

１品目につき
１日２２円

１枚　３，３００円

960

個室（１号館）

③行事・趣味活動（利用者の希望による外出行事、趣味活動費）

④コピー代（写真含む）　（希望により、書類等のコピーを行なった場合）

②おやつ代（希望により、おやつを提供した場合）

　その他の食費

サービス内容

1,950円（内訳）
朝食540円
昼食760円
夕食650円

多床室

1,231

個室（２号館） 1,410

第３段階②
年金収入額+合計所得金額が

120万円超の人
1,300円

多床室 430

個室 880

第３段階①
年金収入額+合計所得金額が
80万円超120万円以下の人

1,000円
多床室 430

個室 880

0

個室 380

第２段階 課税年金収入+合計所得金額が80万円以下 600円
多床室 430

個室 480

2026年6月1日

利用者負担段階 食費 居住費

第１段階

世帯全員
が

市民税
非課税
の方

老齢福祉年金受給者又は生活保護受給者 300円
多床室

利用料金

調髪１，５００円、顔剃５００円
（※事業者料金表による）

１回　　１１０円

実費

係る費用、材料代等の実費

　モノクロB5/A4/B4/A3　　１枚　１１円
　フルカラーB5/A4/B4　 　１枚　５５円
　フルカラーA3　　　　　　   １枚　８８円


